
 

新 旧 対 照 表 

 

現行 改正 

製造請負契約約款 

 

（第１条省略） 

 

（製造の施工の調整） 
第２条 発注者は、請負人の施工する製造及び

発注者の発注に係る第三者の施工する他の製

造等が施工上密接に関連する場合において、

必要があるときは、その施工につき、調整を

行うものとする。この場合においては、請負

人は、発注者の調整に従い、当該第三者の行

う製造等の円滑な施工に協力しなければなら

ない。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（製造着手届出書） 

第３条 請負人は、この契約の着手に当たり、

製造着手届出書を発注者に提出しなければな

らない。 

 

（第４条から第８条まで省略） 

 

（下請負人の健康保険等加入義務） 

第８条の２ 請負人は、次の各号に掲げる届出

の義務のいずれかを履行していない建設業者

（建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第

３項に定める建設業者をいい、当該届出の義

務がない者を除く。以下、「社会保険等未加入

建設業者」という。）を下請負人としてはなら

ない。ただし、発注者の指定した期限までに、

当該社会保険等未加入建設業者が当該届出の

義務を履行した事実を確認することができる

書類を請負人が提出したとき、又は、当該社

会保険等未加入建設業者を下請負人としなけ

れば製造の施工が困難となる場合その他の特

別の事情があると発注者が認めるときはこの

限りでない。 

製造請負契約約款 

 

 

（第１条省略） 

 

（製造の施工の調整） 

第２条 発注者は、請負人の施工する製造及び

発注者の発注に係る第三者の施工する他の製

造等が施工上密接に関連する場合において、

必要があるときは、その施工につき、調整を

行うものとする。この場合においては、請負

人は、発注者の調整に従い、当該第三者の行

う製造等の円滑な施工に協力しなければなら

ない。 

２ 発注者は、請負人の施工する製造及び設計

図書に示した他の機関の発注に係る他の製造

等が施工上密接に関連する場合において、必

要があるときは、その施工につき、当該他の

機関と調整を行うものとする。この場合にお

いては、請負人は、発注者の調整に従い、当該

他の機関の発注に係る製造等の円滑な施工に

協力しなければならない。 

 

（製造の着手） 

第３条 請負人は、この契約の着手に当たり、

第11条第１項前段に定める通知をしたとき

は、この製造に着手したものとみなす。 

 

（第４条から第８条まで省略） 

 

（下請負人の健康保険等加入義務） 

第８条の２ 請負人は、次の各号に掲げる届出

の義務のいずれかを履行していない建設業者

（建設業法第２条第３項に定める建設業者を

いい、当該届出の義務がない者を除く。以下、

「社会保険等未加入建設業者」という。）を下

請負人としてはならない。ただし、発注者の

指定した期限までに、当該社会保険等未加入

建設業者が当該届出の義務を履行した事実を

確認することができる書類を請負人が提出し

たとき、又は、当該社会保険等未加入建設業

者を下請負人としなければ製造の施工が困難

となる場合その他の特別の事情があると発注

者が認めるときはこの限りでない。 

 



(1)～(3) （省略） 

 

（第９条から第22条まで省略） 

 

（製造期間の変更方法） 

第23条 第16条第７項、第17条第２項、第18条

第５項、第19条、第20条第３項、第21条第２

項又は前条第１項若しくは第２項の規定によ

る製造期間の変更については、発注者と請負

人とが協議して定める。ただし、当該協議の

開始の日から14日以内に当該協議が成立しな

い場合には、発注者は、製造期間を変更し、

請負人に通知する。 

２（省略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（請負代金額等の変更の方法） 

第24条 第16条第７項、第17条第２項、第18条

第５項、第19条、第20条第３項、第21条第２

項、第22条第３項又は第37条第２項の規定に

よる請負代金額の変更については、当該契約

締結時の価格を基礎として、発注者と請負人

とが協議して定める。ただし、当該協議の開

始の日から21日以内に当該協議が成立しない

場合には、発注者は、請負代金額を変更し、

請負人に通知するものとする。 

２（省略） 

（新設） 

 

 

 

 

３ 第16条第７項、第17条第２項、第18条第５

項、第19条、第20条第３項、第21条第２項、

第22条第３項、第26条ただし書、第31条第３

項又は第37条第２項の規定により負担する費

用の額については、発注者と請負人とが協議

して定める。 

 

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の 

更） 

第25条 発注者又は請負人は、製造期間内で請

負契約締結の日から12月を経過した後に、日

本国内における賃金水準又は物価水準の変動

により請負代金額が不適当となったと認めた

ときは、相手方に対して、請負代金額の変更

(1)～(3) （省略） 

 

（第９条から第22条まで省略） 

 

（製造期間の変更方法） 

第23条 第16条第７項、第17条第２項、第18条

第５項、第19条、第20条第３項、第21条第２項

又は前条第１項若しくは第２項の規定による

製造期間の変更については、発注者と請負人

とが協議して定める。ただし、当該協議の開

始の日から14日以内に当該協議が成立しない

場合には、発注者は、製造期間を変更し、請負

人に通知する。 

２（省略） 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、請

負人からの意見の趣旨をできる限り勘案し十

分な協議を行うように留意するとともに、請

負人との間で協議が整わなかったことを理由

として不利益な取扱いをしてはならない。 

 

（請負代金額等の変更の方法） 

第24条 第16条第７項、第17条第２項、第18条

第５項、第19条、第20条第３項、第21条第２

項、第22条第３項又は第37条第２項の規定に

よる請負代金額の変更については、当該契約

締結時の価格を基礎として、発注者と請負人

とが協議して定める。ただし、当該協議の開

始の日から21日以内に当該協議が成立しない

場合には、発注者は、請負代金額を変更し、請

負人に通知するものとする。 

２（省略） 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、請

負人からの意見の趣旨をできる限り勘案し十

分な協議を行うように留意するとともに、請

負人との間で協議が整わなかったことを理由

として不利益な取扱いをしてはならない。 

４ 第16条第７項、第17条第２項、第18条第５

項、第19条、第20条第３項、第21条第２項、第

22条第３項、第26条ただし書、第31条第３項

又は第37条第２項の規定により負担する費用

の額については、発注者と請負人とが協議し

て定める。 

 

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額変 

更） 

第25条 発注者又は請負人は、製造期間内で請

負契約締結の日から12月を経過した後に、日

本国内における賃金水準又は物価水準の変動

により請負代金額が不適当となったと認めた

ときは、相手方に対して、請負代金額の変更



を請求することができる。 

２ 発注者又は請負人は、前項の規定による請

求があったときは、変動前残請負代金額（請

負代金額から当該請求時の出来形部分に相応

する請負代金額を控除した額をいう。以下こ

の条において同じ。）と変動後残請負代金額

（変動後の賃金又は物価を基礎として算出し

た変動前残請負代金額に相応する額をいう。

以下この条において同じ。）との差額のうち変

動前残請負代金額の1,000分の15を超える額

につき、請負代金額の変更に応じなければな

らない。 

３ 変動前残請負代金額及び変動後残請負代金

額は、請求のあった日を基準とし、物価指数

等に基づき発注者と請負人とが協議して定め

る。ただし、当該協議の開始の日から21日以

内に当該協議が成立しない場合には、発注者

は、変動前残請負代金額及び変動後残請負代

金額を定め、請負人に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定

により請負代金額の変更を行った後、再度行

うことができる。この場合においては、同項

中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の

この条に基づく請負代金額変更の基準とした

日」と読み替えるものとする。 

５ 特別な要因により製造期間内に主要な製造

材料の日本国内における価格に著しい変動を

生じ、請負代金額が不適当となったと認めら

れるときは、発注者又は請負人は、前各項の

規定によるほか、請負代金額の変更を請求す

ることができる。 

６ 予期することのできない特別の事情によ

り、製造期間内に日本国内において急激なイ

ンフレーション又はデフレーションを生じ、

請負代金額が著しく不適当となったときは、

発注者又は請負人は、前各項の規定にかかわ

らず、請負代金額の変更を請求することがで

きる。 

７ 前２項の規定による請求があった場合にお

いて、当該請負代金額の変更額については、

発注者と請負人とが協議して定める。ただし、

当該協議の開始の日から21日以内に当該協議

が成立しない場合には、発注者が請負代金額

を変更し、請負人に通知する。 

８ 第３項及び前項の協議の開始の日について

は、発注者が請負人の意見を聴いて定め、請

負人に通知する。ただし、発注者が第１項、

第５項又は第６項の請求を行った日又は受け

た日から７日以内に当該協議の開始の日を通

知しない場合には、請負人は、当該協議の開

を請求することができる。 

２ 発注者又は請負人は、前項の規定による請

求があったときは、変動前残請負代金額（請

負代金額から当該請求時の出来形部分に相応

する請負代金額を控除した額をいう。以下こ

の条において同じ。）と変動後残請負代金額

（変動後の賃金又は物価を基礎として算出し

た変動前残請負代金額に相応する額をいう。

以下この条において同じ。）との差額のうち変

動前残請負代金額の1,000分の15を超える額

につき、請負代金額の変更に応じなければな

らない。 

３ 変動前残請負代金額及び変動後残請負代金

額は、請求のあった日を基準とし、物価指数

等に基づき発注者と請負人とが協議して定め

る。ただし、当該協議の開始の日から21日以

内に当該協議が成立しない場合には、発注者

は、変動前残請負代金額及び変動後残請負代

金額を定め、請負人に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定

により請負代金額の変更を行った後、再度行

うことができる。この場合においては、同項

中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の

この条に基づく請負代金額変更の基準とした

日」と読み替えるものとする。 

５ 特別な要因により製造期間内に主要な製造

材料の日本国内における価格に著しい変動を

生じ、請負代金額が不適当となったと認めら

れるときは、発注者又は請負人は、前各項の

規定によるほか、請負代金額の変更を請求す

ることができる。 

６ 予期することのできない特別の事情によ

り、製造期間内に日本国内において急激なイ

ンフレーション又はデフレーションを生じ、

請負代金額が著しく不適当となったときは、

発注者又は請負人は、前各項の規定にかかわ

らず、請負代金額の変更を請求することがで

きる。 

７ 前２項の規定による請求があった場合にお

いて、当該請負代金額の変更額については、

発注者と請負人とが協議して定める。ただし、

当該協議の開始の日から21日以内に当該協議

が成立しない場合には、発注者が請負代金額

を変更し、請負人に通知する。 

８ 第３項及び前項の協議の開始の日について

は、発注者が請負人の意見を聴いて定め、請

負人に通知する。ただし、発注者が第１項、第

５項又は第６項の請求を行った日又は受けた

日から７日以内に当該協議の開始の日を通知

しない場合には、請負人は、当該協議の開始



始の日を定め、発注者に通知することができ

る。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（第26条から第33条まで省略） 

 

（前払金の使用等） 

第34条 請負人は、前払金をこの製造の材料費、

労務費、製造の施工のため使用する機械器具

の賃借料、製造の施工のため使用する機械器

具の購入費（この製造において償却される割

合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、

修繕費及び現場管理費並びに一般管理費等の

うち当該製造の施工に要する費用に相当する

額として必要な経費以外の支払に充当しては

ならない。ただし、現場管理費及び一般管理

費等のうち当該製造の施工に要する費用に充

てられる前払金の上限は、前払金の総額の100

分の25とする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第35条から第48条の１まで省略） 

 

第48条の２ 請負人は、この契約に関して、次

の各号のいずれかに該当するときは、請負代

金額の10分の２に相当する額を損害賠償金と

して発注者の指定する期間内に支払わなけれ

ばならない。 

(1) 請負人又は請負人を構成事業者とする私的

独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和22年法律第54号。以下、「独占禁止法」

という。）第２条第２項の事業者団体（以下、

「請負人等」という。）が、この契約について

独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に

違反したとして、請負人等に対する独占禁止

法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく

排除措置命令（以下、「排除措置命令」という。）

又は独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止

の日を定め、発注者に通知することができる。 

 

９ 発注者は、第３項又は第７項の協議に当た 

っては、請負人からの意見の趣旨をできる限

り勘案し十分な協議を行うように留意すると

ともに、請負人との間で協議が整わなかった

ことを理由として不利益な取扱いをしてはな

らない。 

 

（第26条から第33条まで省略） 

 

（前払金の使用等） 

第34条 請負人は、前払金（中間前払金を除く。）

をこの製造の材料費、労務費、製造の施工の

ため使用する機械器具の賃借料、製造の施工

のため使用する機械器具の購入費（この製造

において償却される割合に相当する額に限

る。）、動力費、支払運賃、修繕費、労働者災害

補償保険料及び保証料に相当する額として必

要な経費以外の支払に充当してはならない。

ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち

当該製造の施工に要する費用に充てられる前

払金の上限は、前払金の総額の100分の25とす

る。 

２ 請負人は、中間前払金をこの製造の材料費、

労務費、製造の施工のため使用する機械器具

の賃借料、製造の施工のため使用する機械器

具の購入費（この製造において償却される割

合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、

修繕費、労働者災害補償保険料及び保証料に

相当する額として必要な経費以外の支払に充

当してはならない。 

 

（第35条から第48条の１まで省略） 

 

第48条の２ 請負人は、この契約に関して、次

の各号のいずれかに該当するときは、請負代

金額の10分の２に相当する額を損害賠償金と

して発注者の指定する期間内に支払わなけれ

ばならない。 

(1) 請負人又は請負人を構成事業者とする私的

独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和22年法律第54号。以下、「独占禁止法」

という。）第２条第２項の事業者団体（以下、

「請負人等」という。）が、この契約について

独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に

違反したとして、請負人等に対する独占禁止

法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく

排除措置命令（以下、「排除措置命令」という。）

又は独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止



 法第８条の３において準用する場合を含む。）

の規定に基づく課徴金の納付命令（以下、「納

付命令」という。）が確定したとき（確定した

納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定に

より取り消されたときを含む。） 

(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措

置命令又は納付命令（独占禁止法第63条第２

項の規定により取り消されたものを含む。次

号において同じ。）により、請負人等が、この

契約について独占禁止法第３条又は第８条第

１号の規定に違反する行為があったとされた

とき。 

 

(3) 確定した排除措置命令又は納付命令によ

り、請負人等に独占禁止法第３条又は第８条

第１号の規定に違反する行為があったとされ

た期間及び当該行為の対象となった取引分野

が示された場合（この契約が示された場合を

除く。）において、当該期間にこの契約の入札

（見積書の提出を含む。）が行われたものであ

り、かつ、この契約が当該取引分野に該当す

るものであるとき。 

(4) 請負人（法人にあっては、その役員又は使

用人を含む。）の刑法（明治40年法律第45号）

第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若し

くは第95条第１項第１号に規定する刑が確定

したとき。 

２ （省略） 

３ （省略） 

 

（以下省略） 

 

法第８条の３において準用する場合を含む。）

の規定に基づく課徴金の納付命令（以下、「納

付命令」という。）が確定したとき（確定した

納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定に

より取り消されたときを含む。） 

(2) 前号に掲げるもののほか、当該請負人等以

外の者が対象となる確定した排除措置命令又

は納付命令（独占禁止法第63条第２項の規定

により取り消されたものを含む。次号におい

て同じ。）により、当該請負人等が、この契約

について独占禁止法第３条又は第８条第１号

の規定に違反する行為があったとされたと

き。 

(3) 確定した排除措置命令又は納付命令によ

り、請負人等に独占禁止法第３条又は第８条

第１号の規定に違反する行為があったとされ

た期間及び当該行為の対象となった取引分野

が示された場合（この契約が示された場合を

除く。）において、当該期間にこの契約の入札

（見積書の提出を含む。）が行われたものであ

り、かつ、この契約が当該取引分野に該当す

るものであるとき。 

(4) 請負人（法人にあっては、その役員又は使

用人を含む。）の刑法（明治40年法律第45号）

第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若し

くは第95条第１項第１号に規定する刑が確定

したとき。 

２ （省略） 

３ （省略） 

 

（以下省略） 


